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当社株式の業績基準に係る猶予期間の解除に関するお知らせ 

 

当社株式は、2016 年 12 月期から 2020 年４月期まで４期連続で営業利益及び営業活動によるキ

ャッシュ・フローがマイナスとなったことから、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

といいます。）の有価証券上場規程第 604 条の２第１項第２号（業績基準）に定める上場廃止基準

に係る猶予期間入り銘柄となりましたが、猶予期間から解除する旨の通知を 2021年４月 30日に東

京証券取引所から受領しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．猶予期間の解除理由 

東京証券取引所は、2022年４月４日に予定している市場区分の見直しに向けて、「市場区分の見

直しに向けた上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正について（第二次制度改正事

項）」を 2021年４月 30日に公表しています。当該改正により、新市場区分における上場維持基準

には含まれない上場廃止基準が 2021年６月 30日付で削除されることから、当社株式について、業

績基準に係る猶予期間から解除したとのことです。 

 

２．今後の見通し 

顧客ニーズや為替変動等に適応した付加価値の高い「商品開発」、質の高いコンサルティングサ

ービス等を支える「人材育成」、収益力改善のための「効率化」に不断に取り組むとともに、当社

の事業と関連の深い住宅市場の縮小、少子高齢化、インターネットの普及と進化、新型コロナウイ

ルス感染症の影響の長期化等、経営環境とそれに伴う消費者行動の変化に対応すべく、①株式会社

ヤマダホールディングスとの連携による領域拡大、②バーチャルへの領域拡大、③BtoBへの領域拡

大、④在庫水準適正化及び物流の効率化等に取り組み、業績の回復を図ってまいります。 

 

以上 


